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令和 8 年度 就労選択支援事業体制について（案） 

 

                                令和 8 年 1 月 23 日 

                                雇用支援ネットワーク部会 

                                就労アセスメント委員会 

 

１．就労選択支援事業の提供について                            

 

 ① 就労選択支援事業所「一般社団法人しょう」（小諸市）により提供する。 【裏面：参考１】 

 ② 給付以外の市町村負担：事業所が遠方であるため、交通費について別途支払う。 

          （単価業務委託：1 回単価、複数人の場合は人数で案分、最大６名まで） 

 

２．サービス利用の対象者（希望者）                             

 

 ① 飯山養護学校の 2 学年及び 3 学年の生徒 20 名 

                  （中野市 11 名、飯山市 6 名、山ノ内町 2 名、栄村 1 名） 

 ② 在宅の希望者 （数名程度）   ※事業所と要協議 

 

３．主なスケジュール（案）                                   

 

令和 8 年 1 月 15 日 ・「飯山養護学校」、「（一社）しょう」、協議会との打合せ（毎月実施） 

    ２月 20 日 ・飯山養護学校高等部保護者説明会 （14:30～） 【裏面：参考２】 

    ３月 ・希望者の取りまとめ  【裏面：参考２】 

・児童相談所への意見書一括申請等 【裏面：参考２】 

    ４～５月 ・実習先の選定と事前情報（基本情報）の共有 ※適宜実施 

    ６～７月 ・前期（春）実習と就労選択支援の実施 

    ８～10 月 ・特別実習（春・秋未実施者） 就労選択支援のみの実施 

    11 月 ★協議会総会（新規事業所の報告等） 

    11～12 月 ・後期（秋）実習と就労選択支援の実施 

令和９年１月 ・新規事業所の県ヒアリング 

・特別実習（春・秋未実施者） 就労選択支援のみの実施 

    ２～３月 ・新規事業所の事業開始準備 

    ４月 ★北信圏域の事業所による就労選択支援の開始 

 

令和 9 年４月までに就労選択支援事業所（圏域内）の確保を目指します！！ 

  

資料５ 
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（裏面） 

 

（参考１）しょうのホームページより抜粋 

 

 

（参考２）就労選択支援実施マニュアル（R7.4.21） P6,P47 より抜粋 

 

＜就労選択支援を円滑に実施するための工夫の例＞ 

 就労選択支援を円滑に実施するための工夫については、以下のようなものが考えられます。 

 自治体が中心となって、関係機関と事前に調整を行っておく必要があります。 

○ 学校等での集団手続き 

 指定特定相談支援事業所と自治体の担当者が、 特別支援学校等に出向き、就労選択支援の利用希

望のある生徒等を対象に、集団での事前説明、 就労選択支援に係る利用申請、面談、サービス等利

用計画案の作成までを行うことができます。 

○ 児童相談所長の意見書の一括発出依頼 

 18 才未満の生徒が就労選択支援を利用する場合に必要となる児童相談所長の意見書について、当

該生徒の情報を自治体が特別支援学校等から把握し、一覧名簿を作成して、 児童相談所長に対して、 

一括して意見書を発出してもらうよう依頼することで、当該意見書発出に係る事務負担の軽減を図

ることができます。 

 

児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)附則第 63 条の 2 及び第 63 条の 3 に基づき、児童相談所長から

市区町村長に対して、当該者が就労選択支援を利用することが適当と認める旨の意見書(通知)を発出

してもらう必要があります。 


